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【校訓】
明るく
正しく
たくましく

【生徒のみなさんへ】 一人で悩まず相談を！
校長室の相談です。秘密は守ります。
落ち込まないで発信しましょう。

【地域・保護者のみなさんへ】
荘内中学校では、生徒の活躍や様々な学校の方針等を随時、学校ホーム
ページで紹介しています。ぜひご覧ください。

荘内中の取組を
紹介するため生
徒会がXで配信
しています。

【生徒のみなさんへ】
生徒が主役の学校教育を進める本校教育の真骨頂、ルールメ

イキングサミットがまたまた開催されました。学校は小さな社
会、その自治組織としてある生徒会の構成員である全生徒会会
員（全校生徒）が荘内中学校という社会を自分たちでより良く
していくかを意識しなければなりません。自分たちの生活を自
分たちで守るため、ルールはみなさんの手の中にあります。そ
れを自覚するため、また、最近の生活の中での課題を話し合う
ためにルールメイキングサミットはあります。生徒会執行部が
自Bんたちでテーマを決め、自分たちでサミットを運営してい
きました。
今回は、「服装を整えるとは」「教室のロッカーの上を奇麗

にするためには」等で話し合いが行われました。
生徒会会員一人一人が大きな集団の中の一員として集団のた

めにどう行動するのか、何を改善すべきなのかを考えていくこ
とで社会性が育成されます。年に何回もありますが、ルールメ
イキングサミット、これからも大切にしてください。
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◎【保護者・地域の方へ】
本校の進める主体性育成教育は、生徒集団全体を社会に見

立て、その一員としての行動を考えさせたり、自分たちがそ
の気になれば学校（社会）は変わる、いろんなことに挑戦で
きるという風土を醸成していくものです。
生徒は集団の中の一員としての自覚や周囲と切磋琢磨して

いくことで社会人として必要な資質能力を身につけます。お
知りおきください。


